
束
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

一
、
は
じ
め
に

『
満
佐
須
計
装
束
抄
』

『
満
佐
須
計
装
束
抄
』
（
以
下

『
装
束
抄
』
と
す
る
）
は
、
平
安
時
代
末
期
に
源
雅
亮
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
存
す
る
最

古
の
装
束
に
対
す
る
有
職
故
実
書
と
さ
れ
て
い
る
。
形
態
と
し
て
、

三
巻
を

一
帖
と
し
、
仮
名
書
き
を
特
色
と
し
て
い
る
た
め
、
「
仮
名
装
束

抄
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

内
容
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
ま
で
の
、
装
束
に
関
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
紀
ご

ろ
に
か
け
て
起
こ
っ
た
装
束
の
硬
質
化
、

つ
ま
り
強
装
束
に
習
熟
す
る
必
要
に
い
た
っ
た
際
の
強
装
束
の
着
具
や
儀
礼
相
応
の
宮
殿
施
設
の
装

現
代
で
も
、
古
典
作
品
で
の
諸
注
釈
書
な
ど
て
、
装
束
表
現
の
注
を
附
す
る
際
に

『
装
束
抄
』
の
本
文
を
引
用
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
多
く

見
受
け
ら
れ
て
お
り
、
平
安
時
代
の
服
飾
を
考
察
す
る
う
え
で
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

鈴

木

雄

の
成
立
年
時
と
識
語
の
解
釈
に
つ
い
て
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し
か
し
な
が
ら
、

『装
束
抄
』
は
、
仮
名
書
き
の
た
め
、

二
、
諸
本

よ
り
難
解
な
文
体
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
『
装
束
抄
』
及
び
作
者
で
あ
る
源
雅
亮
の

伝
記
史
料
が
少
な
い
こ
と
、
ま
た
、
平
安
時
代
の
現
存
す
る
服
飾
資
料
が
な
い
た
め
、

当
時
の
服
飾
自
体
に
不
明
な
点
が
多
い
こ
と
、
な
ど
の

本
稿
で
は
、
こ
の
『
装
束
抄
』
の
成
立
年
時
と
巻
末
に
記
載
さ
れ
て
い
る
識
語
に
つ
い
て
考
察
し
、
『
装
束
抄
』
の
成
立
年
時
の
特
定
に
努

『装
束
抄
』
の
成
立
年
時
お
よ
び
識
語
を
考
察
す
る
に
あ
っ
て
、
は
じ
め
に
諸
本
に
つ
い
て
述
ぺ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
装
束
抄
』
の
諸
本
は、

『
国
書
総
目
録
』
に
よ
る
と
、

『
満
佐
須
計
装
束
抄
』
の
書
名
の
他
に

「仮
名
装
束
抄
」
や

「装
束
抄
」
と
複
数
あ

(l
)
 

り
約
五

0
種
ほ
ど
あ
る
と
さ
れ
る
。

た
だ
、

そ
れ
ら
の
諸
本
は
全
て
同

一
の
写
本
か
ら
転
写
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
諸
本
に
は
み
な
巻
末
の
識
語
に
、

こ
れ
は
本
に
は
、

三
巻
ま
き
物
に
て
あ
る
を
、

一
帖
に
書
き
写
し
た
る
な
り
。
雅
亮
が
自
ら
の
手
に
て
書
き
た
り
。
別
に
紙
に
書
き
て
押

し
つ
け
た
る
は
、

亮
行
が
手
な
り
。
首
書
き
は
故
殿
の
御
手
な
り
。
片
仮
名
に
て
書
き
た
る
こ
と
は
、
わ
ら
は
が
書
き
た
る
な
り
。

と

『装
束
抄
』
の
成
立
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
転
写
さ
れ
た
年
時
に
つ
い
て

「応
永
第
九
之
暦
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
こ
の
識
語
と
同

一
の
本
文
を
有
す
る
本
は
、

「応
永
第
九
之
暦
」
の
記
載
か
ら
応
永
九
年
系
統
本
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
応
永
九
年
系
統
本
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
敬
三
氏
が
調
査
を
さ
れ
、
内
容
面
か
ら
の
異
本
は
な
く
、
文
字
の
誤
り
や
術
文

・
錯
簡
ま

応
永
第
九
之
暦
林
鐘
中
旬
加
修
理
畢

甜

g
永

行

歎

(
2
)

入
道
参
議

め
た
い
と
考
え
る
。

理
由
に
よ
り
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
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(6
)
 

明
徳
四
年
八
月
十
日
永
行
（
御
判
）

宇
都
宮
氏
が
翻
刻
し
た
本
文
か
ら
識
語
を
引
用
す
る
と
、

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

年
本
と
呼
称
が
付
け
ら
れ
た
。

(
3
)
 

た
、
虫
害
に
よ
る
欠
落
な
ど
が
あ
る
程
度
で
、
何
れ
も
高
倉
家
本
の
系
統
に
属
す
る
近
世
の
写
し
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ

の
鈴
木
敬
三
氏
の
指
摘
は
、
今
回
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
調
査
し
た
京
都
府
立
中
央
図
書
館
所
蔵

「
万
さ
寿
気
装
束
抄
』
、
国
立
国
会
図

書
館
所
蔵

『
雅
亮
装
束
抄
』
、
お
よ
び
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
八
本
に
い
た
っ
て
も
、
文
字
の
誤
り
や
術
文

・
錯
簡
ま
た
、
虫
害

(
4
)
 

に
よ
る
欠
落
な
ど
が
多
少
あ
る
も
の
の
、
同

一
の
本
文
と
確
認
で
き
、
氏
の
説
を
補
強
す
る
も
の
と
思
う
。

(
5
)
 

し
か
し
、
近
年
、
応
永
九
年
系
統
本
と
内
容
が
異
な
る
写
本
が
宇
都
宮
千
郁
氏
に
よ
っ
て
高
倉
の
有
職
文
化
研
究
所
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
そ

の
識
語
に
は
、
先
の

「応
永
第
九
之
暦
」
の
記
載
と
は
異
な
り
、

「
明
徳
四
年
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宇
都
宮
氏
に
よ
り
明
徳
四

宇
都
宮
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
有
職
文
化
研
究
所
蔵
本
の
形
態
は
、
巻
子
本
で
表
紙

・
軸
お
よ
び
外
題
は
無
し
。
料
紙
に
は
厚
手
の
椿
紙
を

使
用
し
、
料
紙

一
枚
あ
た
り
紙
高
約
十
四
・
四
糎

x
長
さ
約
四
五
糎
で
全
長
約
五

一
0
・
ニ
糎
と
し
、
識
語
中

「永
行
」
と
い
う
署
名
の
下
の
、

花
押
の
あ
る
べ
き
部
分
に

「御
判
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
写
本
が
明
徳
四
年
八
月
十
日
以
降
、
永
行
以
外
の
人
物
に
よ
っ
て
さ
ら
に
転
写

ま
た
、
こ
の
写
本
の
最
後
部
に
は
約
二
粍
程
の
同
質
の
料
紙
の
重
複
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に
も
う
一
枚
継
い
で
あ
っ
た
料
紙
を
、
継
ぎ
目
の
所

か
ら
刃
物
か
何
か
で
切
り
落
と
し
た
と
お
ぽ
し
き
跡
が
あ
る
と
の
こ
と
で
、
軸
に
繋
が
る
部
分
が
何
等
か
の
事
情
で
切
り
落
と
さ
れ
た
の
か
、

あ
る
い
は
そ
の
部
分
に
書
写
し
た
人
物
の
署
名
等
が
有
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
と
言
う
よ
り
他
は
な
く
、
残
念
な

が
ら
、
そ
の
転
写
し
た
人
物
に
つ
い
て
は
現
存
本
に
記
載
は
な
い
た
め
未
詳
で
あ
る
。

不
可
有
外
見
者
也
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と
い
う
記
載
だ
け
が
あ
り
、
応
永
九
年
系
統
本
に
記
載
さ
れ
て
い
る
本
文
・
押
紙
・
首
書

・
片
仮
名
書
の
筆
者
な
ど
の
記
載
は
書
か
れ
て
い
な

い
と
い
う
。
ま
し
て
、
表
紙

・
軸
お
よ
び
外
題
も
も
た
な
い
明
徳
四
年
本
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
っ
た
ら
、
家
で
秘
蔵
す
る
と
い
っ
た
こ
と
よ
り

も、

実
際
の
現
場
で
も
っ
て
、

実
用
さ
れ
た
形
態
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
宇
都
宮
氏
も
、
明
徳
四
年
本
に
つ
い
て
、

表
紙
に
つ
い
て
は
、
巻
頭
部
分
が
他
の
部
分
に
比
べ
際
立
っ
て
汚
損
し
て
お
り
、

か
な
り
以
前
に
表
紙
を
欠
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
り

も
、
初
め
か
ら
装
丁
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
写
本
自
身
の
性
質

に
も
関
連
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
満
佐
須
計
装
束
抄
は
内
容
自
体
が
、

言
わ
ば
実
用
に
供
さ
れ
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
で
あ
る
。
他
者
へ

の
贈
呈
の
料
と
で
も
す
る
場
合
は
別
と
し
て
、
永
き
に
わ
た
る
保
存
の
意
図
も
、
豪
奢
な
装
飾
の
必
要
も
も
た
な
い
、

書
写
者
自
身
の
手

(7
)
 

控
え
や
私
用
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
装
丁
が
施
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
そ
う
不
自
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と

一
考
さ
れ
て
お
り
、

書
写
者
自
身
の
手
控
え
や
私
用
の
た
め
の
手
沢
本
で
あ

っ
た
感
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本

稿
で
は
明
徳
四
年
本
は
応
永
九
年
系
統
本
か
ら
の
転
写
と
考
え
、

『
装
束
抄
』
の
成
立
年
時
に
つ
い
て
は
影
懇
は
な
い
も
の
と
し
、
成
立
年
時

先
に
あ
げ
た
識
語
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
成
立
年
時
と
と
も
に
説
が
分
か
れ
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
先
行
研
究
を
あ
げ
た
い
。
先
行
研
究
で
は
、
太
田
博
太
郎
氏
を
皮
切
り
に
、

『
装
束
抄
』
の
成
立
年
時
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

太
田
氏
は

『装
束
抄
』
に
記
載
さ
れ
る
人
物
の
生
没
年
を
調
査
し
、

『
装
束
抄
』
の
成
立
を

一―

六
九
年
か
ら

一
九
八

0
年
ま
で
と
推
測
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
本
文
は
源
雅
亮
、
識
語
に
つ
い
て
は
首
書
を
執
筆
し
た

「
コ
殿
」
を

『
山
愧
記
』
の
作
者
で
あ
る
中
山
忠
親
と
し
、
押
紙
に

は
言
及
せ
ず
、
片
仮
名
補
注
を
執
筆
し
た

「
わ
ら
は
」
に
つ
い
て
は
不
明
と
し
て
い
る
。

三
、
先
行
研
究

お
よ
び
識
語
の
考
察
を
し
た
い
と
思
う
。
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り
あ
げ
、
関
連
す
る
人
物
を
確
認
し
な
が
ら
言
及
し
た
い
。

を
先
に
示
す
形
と
な
る
が
、

筆
者
の
説
は

『装
束
抄
』
は、

r—

有
雅

-

（

10
)
 

~
 ．．．
 

閉
1
職
亮

ー

亮
清

1

消
綱

対
し
、
鈴
木
敬
三
氏
は
、

『装
束
抄
』
の
成
立
年
時
を
、
後
白
河
法
王
五

0
の
御
賀
の
記
事
か
ら
安
元
二
年

(
-
―

七
六
）
以
降
、
首
書
に

記
載
の
藤
原
実
家
の
検
非
違
使
別
当
辞
任
の
寿
永
三
年
（

―
-
八
四
）
以
前
の
成
立
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
識
語
の
解
釈
と
し
て
は
、
本
文

は
源
雅
亮
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
、

三
巻
を
そ
れ
ぞ
れ
巻
子
と
し
て
執
箪
し
た
。
こ
れ
が
雅
亮
自
身
が
書
い
た
親
本
で
あ
る
と
し
、
巻
第
二
だ
け

に
記
さ
れ
て
い
る
押
紙
は
、
雅
亮
の
子
の
亮
行
が
藤
原
（
徳
大
寺
）
実
定
の
意
向
を
う
け
て
記
述
さ
れ
た
も
の
。
巻
第
一

別
々
の
執
筆
者
が
お
り
、

お
よ
び
巻
第
三
に
記

さ
れ
て
い
る
首
書
は
、
実
定
の
弟
実
守
の
記
述
。
そ
し
て
、
巻
第
二
お
よ
び
巻
第
三
の

「女
房
の
装
束
の

こ
と
」
に
片
仮
名
の
補
注
を
加
え
改

(
9
)
 

定
新
写
し
た
の
は
、
雅
亮
の
女
の
源
職
子
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
両
者
が

『装
束
抄
』
の
成
立
年
時
と
識
語
に
つ
い
て
述
ぺ
て
い
る
。
両
者
と
も
、
本
文
・
押
紙
・

首
書

・
片
仮
名
補
注
に
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
執
筆
作
業
が
、
ほ
ぽ
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
て
成
立
し
た
と
の
見
解
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
両
者
が
指
摘
し
て
い
る

『装
束
抄
』
の
成
立
年
時
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
す
る
も
の
で
あ
る
。
論
の
便
を
は
か
る
た
め
結
論

一
段
階
で
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
段
階
的
に
成
立
年
時
が
存
在
し
、
親
本
に

異
な

っ
た
書
写
者
が
注
を
附
し
て
現
状
の
も
の
が
成
立
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
言
及
す
る
た
め
、
雅
亮
の
関
係
系
図
を
と

醍
醐

1

有
明
親
王

1

守
清

1

高

雅

行

任

]

消
雅
い

高
房

1

塁

認

[

|

雅

職

立
戸
疇
立

十

消

職

「

守

職

刷

刑

罰

ー

行

職
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四
、
本
文

現
在
に
み
ら
れ
る
『
装
束
抄
』
だ
と
考
え
て
い
る
。

―二
月

一
六
日
以
降
、
こ
の
三
巻
を
ま
と
め
て
書
写
し
て
、
新
た

―
二
月

一
六

筆
者
の
説
と
し
て
は
、

『
装
束
抄
』
に
記
載
が
さ
れ
て
い
る
本
文

・
押
紙

・
首
書

・
片
仮
名
補
注
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
成
立
年
時
に
差
異
が
あ

本
文
は
、
雅
亮
自
身
の
手
に
よ
り
、
安
元
二
年

(
-―

七
六
）
三
月
四
日
か
ら
寿
永
二
年

(-―

八
三
）
正
月
二
二

日
ま
で
の
約
七
年
の
間

に
執
筆
さ
れ
、

三
巻
の
巻
子
を
書
き
遺
し
た
。
こ
れ
が
雅
亮
自
身
執
筆
し
た
親
本
で
あ
る
と
考
え
る
。

押
紙
は
そ
の
後
、
巻
第
二
に
藤
原
実
定
の
命
に
よ
り
寿
永
二
年
（

―
-
八
三
）
四
月
五
日
以
降
に
雅
亮
の
息
子
で
あ
る
亮
行
に
よ
っ
て
つ
け

ら
れ
た
。

そ
し
て
、
首
書
は
、
片
仮
名
補
注
無
と
片
仮
名
補
注
有
と
に
書
分
け
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
異
な
る
二
者
の
執
筆
と
判
断
し
た
。

巻
第
二
、
巻
第
三
に
記
さ
れ
る
片
仮
名
補
注
無
の
首
書
は、

「
コ
大
臣
殿
」
こ
と
、
藤
原
実
定
に
よ
っ
て
建
久
二
年
（

―
-
九

一）

日
ま
で
加
え
ら
れ
た
も
の
。
巻
第
三
の

「
コ
殿
ノ
御
手
ナ
リ
」
と
補
注
有
の
首
書
は
、
藤
原
実
守
に
よ
っ
て
、
寿
永
二
年
（
―

-
八
三
）
四
月

五
日
か
ら
寿
永
三
年
（

一ー

八
四
）
九
月

一
八
日
ま
で
約

一
年
五
カ
月
の
間
に
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
る
。

最
後
に
片
仮
名
補
注
は
、
藤
原
実
定
が
死
後
の
建
久
二
年

(-―

九
一

）

に
一
帖
と
し
、
本
文

・
押
紙
・
首
書
も
書
写
し
た
の
が
、
雅
亮
の
娘
で
あ
る
職
子
だ
と
考
え
ら
れ
、
巻
第

一
に
は
手
を
加
え
ず
、
巻
第
二
お
よ

び
巻
第
三
に
片
仮
名
補
註
を
書
き
入
れ
、
文
末
に
巻
子
を
帖
に
改
訂
し
て
新
写
し
、
補
記
を
加
え
た
顛
末
を
記
述
し
て
結
び
と
し
た
。
こ
れ
が
、

で
は
、
こ
の
説
を
実
証
す
ぺ
く
考
察
を
始
め
る
。
な
お
、
先
だ
っ
て
断
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
と
思
う
が
、
本
文
と
は

一
般
的
に
書
物

の
う
ち
に
記
載
さ
れ
る
文
章
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
本
文

・
押
紙

・
首
書

・
片
仮
名
補
注
の
内
容
に
年
代
的
な
差
が
存

り
、
段
階
的
に
加
筆
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
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D
 

c
 

B
 

A
 

巻

大
臣
辞
退
の
ふ
み
い
る
ヽ

函
を
つ
ヽ
む
や
う
。

頼

長

宇
治
の
大
臣
殿
の
御
時
。
大
臣
辞
さ
せ
た
ま
い
し
に
。

（四

一）

五
節
所
の
こ
と
。

中
納
言
時
忠
の
五
節
い
だ
し
た
り
し
御
覧
に
建
春
門
院
よ
り
あ
り
し
こ
そ
。（―

-三
）

大
将
饗
の
事兼

長

出
雲
の
大
将
殿
の
に
は
な
り
ゆ
き
と
雅
亮
を
め
さ
れ
き
。
か
や
う
の
こ
と
は
な
ち

て
は
存
ず
ぺ
き
こ
と
な
し
。

(

-

九
）

母
屋
廂
の
調
度
た
つ
事

后
立
ち
の
日
は
。（
中
略
）
大
宮
の
度
の
例
に
て
。
建
春
門
の
院
の
た
び
は
。
花

忠

雅

山
院
の
大
臣
殿
の
さ
た
に
て
屏
風
ば
か
り
を
東
に
わ
た
し
て
た
つ
。
(
-
―
)

「
満

佐

須

計

装

束

抄

』

本

文

首
書

・
片
仮
名
補
注
を
分
け
て
言
及
す
る
。

在
す
る
こ
と
を
鑑
み
、

代
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
た
め
、
左
記
の
よ
う
に
表
形
式
で
ま
と
め
た
い
と
考
え
る
。

台

記

未

詳

兵
範
記

兵
範
記

記
録
名

き
る
記
載
が
さ
れ
て
い
る
の
は
、
巻
第
一
と
巻
第
三
で
あ
る
。
本
文
の
執
筆
年
代
の
考
察
で
は
、

久
寿
二
年

（
―
-
五
五
）

八
月
二
七
日
条

未
詳

仁
平
元
年

（
―
-
五
四
）

八
月
ニ―

日
条

仁
安
三
年

（
―
-
六
八
）

三
月
九
日
条

年

月

日

美
福
門
院
及
関
白
疑
入
道
及
左

大
臣
所
為
、

口
法
皇
悪
之
、
雖

(13
)
 

難
取
信
、
天
下
通
俗
所
申
如
此

未
詳

壬
寅
、
天
晴
、
新
大
将
御
慶
瑣

申
、
自
東
三
条
令
出
立
給
云
々

九
日
辛
未
、
天
陰
雨
下
、
今
日

立
后
兼
宣
旨
、
下
官
為
勅
使
可

女
御
殿
、
未
剋
著
尋
常
束
帯
参

(11
)
 

被
御

古

記

録

本

文

そ
れ
ぞ
れ
を
比
較
し
考
察
す
る
た
め
、
分
け
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
以
下
の
言
及
に
お
い
て
も
本
文

・
押
紙

・

そ
れ
で
は
、
ま
ず
本
文
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
『
装
束
抄
』
の
本
文
に
お
い
て
、
人
物
お
よ
び
年
が
記
載
さ
れ
、

そ
こ
か
ら
年
代
が
特
定
で

そ
れ
ら
該
当
本
文
を
古
記
録
と
対
比
し
、
年
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)と
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
平
時
忠
」
で
あ
る
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

葉
1 | 

三＾ 安
月 一 元
四 ー ニ
日 七 年
条六

ヽ

三
月
四
日
己
酉
天
睛
、
此
日
、

[

公
家
被
奉
賀
太
上
法
皇
五
十
宝

了
‘
於
東
山
御
所
南
殿
有

此
的

巻
第

一
で
は

A
か
ら

D
の
本
文
に
お
い
て
行
事
や
人
物
名
の
記
載
が
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
年
時
の
特
定
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
第

三
E
で
は
、

「安
元
」
と

『装
束
抄
』
に
応
永
九
年
系
統
本
で
朱
書
き
で
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
年
時
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
表
か
ら
、
本
文
に
記
載
さ
れ
る
内
容
の
年
時
は
、
古
く
は

B

「大
将
饗
の
事
」
の
記
事
で
あ
る
久
寿
元
年
（
―
-
五
四
）
か
ら
、
新
し

い
も
の
で
安
元
元
年
(
-―

七
六
）

「女
房
の
装
束
の
色
」
の
後
白
河
院
の
御
賀
ま
で
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

す
る
と
、
『
装
束
抄
』
本
文
の
成
立
年
時
は
、
後
白
河
院
の
御
賀
の
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
安
元
二
年
(
-

―
七
六
）
以
降
で
な
ら
な

で
は
、
よ
り
具
体
的
な
本
文
の
執
筆
年
時
を
特
定
す
る
た
め
人
物
の
官
職
の
記
載
に
注
目
し
た
い
。
注
目
す
べ
き
人
物
は
、

平
時
忠
は
、
本
文
に
お
い
て
「
中
納
言
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
中
納
言
在
職
期
間
を
『
公
卿
補
任
』
に
よ
り
調
べ
る
と
、
承
安
元
年

(
-
―
七
一
）
三
月
四
日
条
に
お
い
て
中
納
言
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
寿
永
二
年
（
―
-
八
三）

正
月
二
二

日
条
に
は
権
大
納
言
と
記

(15) 

載
か
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
文
で
平
時
忠
を

「中
納
言」

と
記
載
し
得
る
の
は
、
本
文
の
成
立
を
平
時
忠
が
権
大
納
言
に
な
る
寿
永
二
年
（

一

一
八
三）

正
月
二
二

日
以
前
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
表
に
よ
り
年
時
を
照
合
し
、
本
文
に
記
載
さ
れ
て
い
る
平
時
忠
の
官
職
の
在
職
期
間
を
考
察
し
た
結
果
、

『
装
束
抄
』
の
本

文
の
成
立
年
時
は
、
巻
第
三
「
女
房
の
装
束
の
色
」
の
安
元
一
一
年
(
-
―
七
六
）

三
月
四
日
か
ら
、
平
時
忠
が
権
大
納
言
に
任
命
さ
れ
る
寿
永

―
一年

(
-―

八
三
）
正
月
一
三

日
以
前
の
約
七
年
間
に
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

女
房
の
装
束
の
色

＿E
ロ
一

覧
に
雅
亮
が
初
め
て
い
た
し
た
り
し
あ
を
み
て
す
る
人
あ
れ
と
も
見
く
る
し
。

本
を
見
る
ぺ
し
。

（
八
八
）

| | 

玉

C

「五
節
所
の

- 8 -



続
い
て
押
紙
つ
い

て
考
察
し
た
い
。
押
紙
と
は
、
書
誌
学
の
用
語
で
文
書

・
典
籍
の
疑
問
箇
所
や
注
意
す
べ
き
部
分
に
貼
付
け
が
さ
れ
る
注

(16
)
 

釈

・
注
意
事
項
等
を
記
し
た
小
紙
片
の
こ
と
を
い
う
。

『
装
束
抄
』
に
記
載
さ
れ
る
押
紙
は
巻
第
二
に
四
ヶ
所
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
全
て
割
注
で
記
さ
れ
て
お
り
、
執
筆
者
を
雅
亮
の
息
子
で
あ

る
亮
行
と
し
て
い
る
。
『
装
束
抄
』
に
記
載
さ
れ
る
押
紙
を
そ
れ
ぞ
れ
引
用
す
る
と
、

右
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
押
紙
で
注
目
す
べ
き
は
、
押
紙
①
の

「大
臣
殿
の
仰
せ
」
と
い
う
記
載
で
、
こ
の
記
載
か
ら
亮
行
が
命
を

こ
こ
に
記
載
さ
れ
る

「大
臣
殿
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
鈴
木
敬
―
―
―氏
が
藤
原
実
定
を
適
当
だ
と
言
及
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
こ
の
説
に
首

肯
し
た
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
文
の
成
立
年
時
で
あ
る
安
元
二
年

(
-―

七
六
）
か
ら
寿
永
二
年
（

―
-
八
三
）
ま
で
に
大
臣
で
在
っ

受け押紙を執筆したことがうかがえる。

< < 押 押

喜 喜
くし く 馬 也°大将 E 晏ミと 一 し に

こ 枚゚ た 乗 ー の 書の
そな ら の紅 き白
なかご せ

人の 梅地 押襲
らいひ 給 しな
いねの と 公の たら
たりう き

達は 平緒 り゚ ね
れ ＝ ち は ヽ ど
゜すに ゜ ゜に 兌

ふ ち は う
上殿 掻い

しをだ は
鷹んぐん て 人練

な せ し に のり の
り。ら窒 し ？、悶 し

る 一 り ろ
の 。枚 は だる ゜
ち-た か なこ

嘉のれし—• fこ ＜。 れと
れ も み どは ＜ 
う両な 、巾出・

も゚ ゜ し‘
にが の 臨 た
し せ ら

靡 ！塁 り
る ち し

し ぇのき
た

の ＜又 る
を ぎ て 定 う母 人
＜ ゜ な を屋 の

な汀1こ その り。 くの 白

＾ 売． 
まる 大饗 襲

＾ っ を
光． ヘr 行 じに 着

行ヵ‘た- が り 着 る

手
にる は

拿るか に ぐな 常ペっ. 
て しり なにし な
曹 たる 也° り。て 。が

書 なた き
な賭て ＾ きり、 な

押 り弓 '---
てっ・ 。

゜し れ
押 とも し

◇そ も
し - と た

し ぅ 大
たろ'--- ゅ り。 れ r 臣
りo はひ 、J もはし

殿ヽ。。 う 。
のら

だく r-紅梅
仰

んし せ
し二 書 地 と
を枚 き の ゜
ひが て 平 亮
きぅ 押 緒 行
ちち たし を が
が ゜

＾ 五
＾ りば ＾ 手

＾ 六 へ と 五 。さ 四に
六 てき 九ッ 。ヽ ツ、 七て
ツ しぐ ぬ ‘っ-

五
、
押
紙
に
つ
い
て
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1
0
月
晦
日
の
条
に
も
所
在
す
る
。

た
人
物
は
、
藤
原
師
長
、
藤
原
経
宗
、
藤
原
兼
実
、
平
重
盛
、
藤
原
基
通
、
平
宗
盛
、
藤
原
実
定
が
い
る
。
し
か
し
、
『
装
束
抄
』
中
に
こ
れ

ら
の
人
物
名
が
確
認
さ
れ
る
者
は
、
藤
原
実
定
の
み
で
あ
り
、
藤
原
実
定
以
外
の
人
物
は
雅
亮
と
の
関
係
性
が
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の

本
文
の
成
立
時
期
は
、
雅
亮
は
藤
原
実
定
に
厄
従
し
て
い
た
こ
と
が
史
料
に
よ
り
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
記
録
を
あ
げ
る
と
、

『
山
愧
記
』

治
承
二
年
(
-
―
七
七
）
正
月
二
日
条
に
は
、
藤
原
実
定
の
左
大
将
慶
賀
の
路
頭
の
前
駆
と
し
て
、

今
日
、
左
大
将

〈実
定
〉
申
慶
賀
云
々
、
伝
聞
、
先
被
参
院
云
々

と
あ
っ
て
、
雅
亮
を
前
駆
の
先
頭
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
藤
原
実
定
の
日
記
で
あ
る
『
庭
愧
抄
』
治
承
二
年
(
-
―
七
八
）

三
月

二
二

日
条
に
、
高
倉
天
皇
が
春
日
社
に
行
幸
す
る
際
、
藤
原
実
定
の
前
駆
と
し
て
、

(18
)
 

前
駆
四
人

〈雅
亮
、
範
実
、
懐
綱
、
六
位

一
人
、
大
膳
亮
知
雅
〉
随
身
狩
袴
如
常

と
あ
り
、
『
玉
葉
』
治
承
二
年

(
-
―
七
八
）

(19
)
 

従

〈経
座
前
、
春
日
器
〉
」
と
み
え
、
来
会
の
卿
と
し
て
、
諸
大
夫
の
顔
ぶ
れ
の
中
に
雅
亮
の
姿
が
見
え
、
こ
の
記
載
は
『
明
月
記
』
治
承
二

年

(-―

七
八
）

ま
た
翌
年
、
『
庭
愧
抄
』
治
承
三
年

(
-―

七
九
）
八
月
二
九
日
条
に
は
、
八
幡
社
の
行
幸
の
折
り
藤
原
実
定
の
前
駆
と
し
て
、

(20
)
 

前
駆
四
人

〈雅
亮
、
範
実
、
懐
綱
、
源
範
実
〉

と
み
え
、
さ
ら
に
同
年
の
九
月
五
日
条
に
賀
茂
社
の
行
幸
の
実
定
の
前
駆
と
し
て

次
前
駆
八
人

〈下
藤
為
先
〉

(17
)
 

前
伊
賀
守
雅
亮
、

路
頭
儀
、

（
中
略
）

1
0月
二
九
日
条
に
お
い
て
も
、
春
日
祭
使
と
し
て
、
多
く
の
陪
従
の
中
に
、

「散
位
雅
亮
勤
陪

- 10 -



と
あ
り
、
同
じ
顔
ぶ
れ
が
並
ぶ
。
続
い
て
記
録
で
は
、
時
代
が
下
っ
て
、

『
明
月
記
』
安
貞
元
年

(
―
ニ
ニ
七
）
正
月
九
日
条
に
、

誰
人
説
云
、
去
年
見
来
、
参
川
権
守
清
綱
依
強
盗
、
被
据
取
、
挫
父
馬
助
亮
清
被
据

〈於
父
者
被
追
放
了
云
々
〉
件
男
博
変
不
善
、
久
有

其
聞
云
々
、
当
代
侍
中
歴
極
藤
云
々
、
於
父
者
適
重
代
之
仙
籍
旧
物
也
、
可
悲
之
世
也
、
雅
亮
徳
大
寺
左
府
以
下
為
彼
家
人
、
亮
清
者
当

(22
)
 

時
左
府
辺
、
為
源
内
府
家
人
、
其
後
子
息
三
四
人
之
中
、
雖
被
駆
使
、
各
無
思
被
逼
貧
敗
、
是
末
代
之
式
敗

と
記
載
が
あ
り
、
雅
亮
は
安
貞
元
年
当
時
に
は
、
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
と
と
も
に
、
雅
亮
を

「徳
大
寺
左
府
以
下
為
彼
家
人
」

こ
れ
ら
の
記
載
か
ら
雅
亮
は
藤
原
実
定
に
屈
従
し
て
い
た
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
、
記
録
面
で
も

「大
臣
殿
」
を
寿
永
二
年
(
-

―
八
三）

四

月
五
日
か
ら
左
大
臣
を
辞
す
る
ま
で
の
建
久
元
年

(-―

九

0
)
七
月

一
七
日
の
期
間
を
在
職
し
た
藤
原
実
定
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

以
上
の
理
由
か
ら
藤
原
実
定
を

「大
臣
殿
」
と
す
る
と
、
押
紙
の
成
立
年
時
は
藤
原
実
定
の
大
臣
在
職
期
問
で
あ
る
、
寿
永
二
年

(
-―

八

三
）
四
月
五
日
か
ら
斃
去
す
る
ま
で
の
建
久
二
年
（
―
-
九

0
)
七
月
一
七
日
ま
で
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(23) 

首
書
と
は
、
古
典
籍
関
係
の
叢
書
の
天
部
分
に
見
ら
れ
る
頭
注
の
こ
と
を
さ
す
。
た
だ
、
今
回
底
本
と
し
引
用
を
し
た
『
群
書
類
従
』
に
所

収
さ
れ
て
い
る

『
装
束
抄
』
は
、
他
の
作
品
と
体
裁
を
あ
わ
せ
る
た
め
、
天
部
分
に
記
載
は
さ
れ
て
お
ら
ず
該
当
本
文
部
分
の
隣
に
割
注
で
首

書
を
記
載
し
て
い
る
。
同
じ
く
、
京
都
府
中
央
図
書
館
蔵
の
『
万
さ
寿
気
装
束
抄
』
に
お
い
て
も
同
様
の
記
載
で
あ
る
。
対
し
、
国
立
国
会
図

続
い
て
、
首
書
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

い
え
る
。

六
、
首
書

と
あ
り
、
徳
大
寺
家
こ
と
藤
原
実
能
お
よ
び
実
定
の
家
人
と
し
て
い
る
。

(21
)
 

前
駆
四
人

〈雅
亮
、
範
実
、
懐
綱
、
源
範
実
、
連
参
〉
移
馬
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④ ③ ② ① 

巻 巻 巻 巻

若首書
ナ 烏大晶公首書 尖矢 首告 単首書

き リ羽 も
人 ッ゚ の 能 さ 浪
は

城南 五位
す き

夏 し―― 単
の 寺 の と に

悶 の 少将 は て
゜ ‘ 

は 信位JI 闘 そ
捻 の）して は

i 日廿― の つ
。五 家 ね

ね ＾ 略中 ノ＋の‘ に に
て す も
を 、一 ほ る あ
着 ＾ ど と れ
る コし＼ ‘- ゜

盟 ノま そ

首書 紫だ 聞
き

重
モド゚ り奴の し

な ょ
り ぅ
と に
も

コ さ ぉ
大 せ

捻
臣 給

ぽ
り

七^殿ノ し
ゅ

な れ

り。 〇 手御 と ゜
.._, き゚ し—•

色 と
に 長 人
ょ

誓
は

る し9

ベ と
し 九 ＾ 天 せ
゜ 月 一 承 ぬ

＾ に
コ —一 冗

殿 〇 三 年 や

゜ノ 日 ー

御
条 ッ

テ

武作以9力¥{/l着布衣 城南寺祭連
ナ
リ
ヽ

女弩

t 
献射与人g1後於，場矯 有御物見

ヘ五 ヘ
四

゜ 胃互、
七

ヽ 、一 、ーグ'

長
大
な
た
め
引
用
は
省
略
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
注
目
す
べ
き
こ
と
と
し
て
は
、
全

1

こ
。

t
 

書
館
所
属
の

『
雅
亮
装
束
抄
』
は
、
天
部
分
に
首
書
が
さ
れ
て
お
り
、
諸
本
に
よ
っ
て
記
載
の
仕
方
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、

さ
て
、

『
装
束
抄
』
に
記
載
さ
れ
る
首
書
は
、
巻
第
二
と
巻
第
三
に
合
計
し
て

一
四
ヶ
所
と
、
奥
書
の
以
降
の
巻
末
に
長
大
な
首
書
が

一
ヶ

所
あ
る
。
こ
れ
ら
記
載
さ
れ
る
首
書
は、

具
体
的
な
年
時
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
も
の
の
、

ほ
ぼ
全
て
が
、
記
載
の
情
報
が
少
な
い
た

め
成
立
年
時
の
特
定
や
記
録
を
あ
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
記
載
さ
れ
る
人
物
か
ら
お
お
よ
そ
の
年
時
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能

も
の
と
附
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
で
区
別
さ
れ
記
さ
れ
て
い
る
。
考
察
す
る
た
め
首
書
を
左
に
表
形
式
で
引
用
し
た
。
な
お
、
巻
末
の
首
書
は

記
載
内
容
は
同
一
で
あ
っ
た
。

五
ヶ
所
の
首
書
を
注
視
す
る
と
、

「
コ
殿
ノ
御
手
ナ
リ
」
と
片
仮
名
捕
注
が
附
さ
れ
て
い
る

- 12 -



⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ 

巻 巻 巻 巻 巻 巻 巻

の こコ首害 殿ノ 大内実首杏
ぅ 首因 ＾ 秘首也 なる 身随 首書 紅窓 首因 ら 若 首告

おのノ す コ 色 ずき
ほ 別)岱白＇I） 手御 殿臣C人'， 色 殿 は 衣 は と公
せ当 の ノ な 引線 し- ぞ卿
な殿ノ ナは

＇ 
璽を 重き 衣頭

の 徳も
どのコ リ ニ ナ 色 大字 木賊
° 包紐 卜 ご藍 リ日 ねと は
ょ ヵ の は 。 の てて ゜ 殿の
くの 布 上 ヽ は 培 ゜ け

おほ 狩衣
お中 の 騰 れ てあ の
ぽ 将 単 は に 院 は 色 せ 猜
えの に 粁 杵 ヘひ に らる
たこ て る る 参を あ れと
り ろ ゜ ま 色 りき ら しき
し ゜ 瑠 じ な たら ず ° は

人な ＾ 略中
璃 き りず ゜ ヘ

゜り コ＿
色 ‘ ゜

け弓I 虚 殿つ
り。ッ の と そ れき ノ す

へ も 指 也 の ば°襲貯
に

璽磨悶 ゜ も
コ ろ の

ゃ
ち うる 見 衣

レ も
1牙 し す を え ナ i -

モと ろ
は

色 ゜ た
リ-

コと の ゜
。 白

院 の にあ り。 ッ き
殿 申 け

衣白 すき 衣
ノし の つ

に
...L か ヘ 重

手御 物
/‘ 

さ て 重け
コ

ね月 着 殿
ナ し の や

て
ぬの

ノ て
り う る 三 着

リ。 に 御 ん 讐逆 の

゜
はゐ る

ツ 外
修 惚 つと ナ に

記 '--- ねい はに リの
き 好 れ のひ

゜ ゜
し—• み に

-し
、J

ぅさ
と

せ き ぁ と 人 す
な

給 る ら なは 色
ど 色 ず り ゜ の
に

た
な し ぁ゚ 指り

は け り。 て 該ま 喜に ゜り 略 り
ず

゜
は

ツへ 身随 る
ゃ

中
じ ほ

゜ め コ を ど
さ

将 ょ 殿 好 のの
れ 御

り ノみ よ
ど

時 臭 御手て。 は
も な ゐ
宇

り
な ナ っ・ な

治
゜

ど リ す れ
の

＾ 
に ご 色 ど

、^入忠 ＾ ヤ t -、は へ七 衣の ＾ 七 七^ 苦も七道実 七ガ 七府
五 ど 五テ 四 四ず ニ に ー し
-／の 、一ク コ 、一 、-

゜ -黄 ヽ -か
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以
上
の
よ
う
に

『
装
束
抄
」
に
記
載
さ
れ
る
首
書
を
順
に
あ
げ
た
。
こ
の

一
四
ヶ
所
の
首
書
の
う
ち
成
立
年
時
を
特
定
で
き
る
記
載
が
さ
れ
て

い
る
も
の
は
、

③
⑤
⑩
⑪
⑬
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
順
に
見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
首
書
③
で
は
、
藤
原
公
能
が
五
位
の
少
将
で
十
五
六
歳
の
折
り
、
天
承
元
年

（
―
-
三
一
）

九
月
二
0
日
に
鳥
羽
城
南
寺
で
競
馬
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
首
書
に
は

「
コ
大
臣
殿
ノ
御
手
ナ
リ
」
と
記
載
さ
れ
、
注
目
す
ぺ
き
点
で
あ
る
。「

コ
大
臣
殿
」

に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。
な
お
、
太
田
氏
は
こ
こ
に
記
載
さ
れ
る

「
コ
大
臣
殿
」
を
、
藤
原
経
宗
と
し
て
藤
原
公
能
を
否
定
し
て
い
る
。
そ

の
理
由
と
し
て
は
、
鳥
羽
城
南
寺
で
行
わ
れ
た
競
馬
を
、
古
記
録
か
ら
何
年
か
特
定
で
き
ず
、
長
承
二
年（

―
-
三
三
）
と
推
則
し
て
、

(25) 

で
あ
る
と
公
能
が

「五
位
の
少
将
に
て

一
五
六」

の
記
載
と
相
違
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
年

し
か
し
、

『
長
秋
記
』
の
記
録
の
ご
と
く
、
公
能
は
天
承
元
年
に
お
い
て
五
位
の
少
将
で
あ
り
、
年
齢
を

一
五
オ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
こ
こ
の

『装
束
抄
」
の
内
容
と

「天
承
元
九
廿
」
の
記
載
に
誤
り
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

続いて首書⑤では、文末に「徳大寺殿おほせられし」と記載があるように、徳大寺家を建立した藤原実能についての談

⑭ ⑬ ⑫ 

巻 巻 巻

幸行 首書 テば ふ 堀 首杏 ぅ畠
ナ ° み河 す

な リ かちの 色
き ＄ し ら院 に
と こし の は
し まて 位 ゜
は り °の 同
七 てそ御門 じ
日 つは 色
ま いわ の
で ゐ き そ ＜ 
き てちれ ヽ
る ° てが り
な 君° し を

り。 の 朝鮪 ゜ な

＾ 
ゅ た 結

コ る にだ び

殿 し 参今 た

ノ たり名 る

息
びたお な

た り ぽ り
るり え ゜ナ

リ 色けず は

゜ t.;: れ ゜ ら
ヽ

れば五 じ

ば。 帝゚ 十余
ろ
を

しゆに さ

ろ ゆし ヽ
しして ず

めのは ゜

す装束 は
にじ
ぉのめ
ょ様て

ばや 蔵人

すてと に

命 ° な
けすり
れこた
ましり
長御け
は へる

し、 ゜

せ き 葱萌月ぅ
り の の

o て 織物
＾ い

ヘ 七^、コ な の
＾ 七八 殿り貫指

、゚一
七 ノ け 七
ツ 御れを ‘ 
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二
年

(
-
―

八
三）

四
月
五
日
か
ら
文
治
二
年

（
―
-
八
六）

そ
し
て
首
書
⑪
は、

実
定
の
弟
で
あ
る
実
家
の
記
載
が
み
ら
れ
る
。
「
別
当
殿
」
の
記
載
に
は

「
コ
ノ
別
当
実
家
ノ
コ
ト
カ
」
と
記
さ
れ
て

お
り
、

実
家
の
別
当
在
職
期
間
を
調
査
す
る
と
、
治
承
五
年

(-―

八

一）

九
月
二
五
日
よ
り
寿
永
三
年

（
―
-
八
四
）
九
月

一
八
日
ま
で
と

し
、
他
に
別
当
の
職
に
就
い
て
い
る
者
も
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
年
代
的
に
も
記
載
に
問
題
が
な
く
、

誤
り
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ

内
容
と
し
て
は
、

実
定
の
弟
、
検
非
違
使
の
別
当
実
家
が
禁
色
勅
許
間
も
な
い
中
将
の
こ
ろ
白
張
の
布
狩
衣
に
薄
色
の
指
貫
を
着
用
し
た
の

を
、
上
脹
の
布
狩
衣
は
染
物
で
あ
り
白
張
は
着
さ
ず
と
非
難
し
た
も
の
が
あ
り
、
難
者
は
大
外
記
の
師
元
と
し
て
い
る
。
師
元
を
博
識
に
似
合

わ
ぬ
意
見
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
師
元
は
宇
治
入
道
忠
実
の
仰
せ
を
よ
く
記
憶
し
て
い
た
人
だ
と
も
記
載
し
て
い
る
。

こ
の
首
書
が
執
筆
さ
れ
た
年
時
と
し
て
は
、

実
家
を

「
別
当
殿
」
と
し
て
い
る
の
で
実
家
が
別
当
に
任
じ
ら
て
い
た
治
承
五
年
（
―
-
八

一）

九
月
二
五
日
よ
り
寿
永
――一
年

（
―
-
八
四
）
九
月

一
八
日
ま
で
の
期
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
首
書
⑬
で
は
、
堀
河
天
皇
の
時
、
萌
葱
織
物
の
指
貫
を
着
け
た
蔵
人
が
朝
餡
に
参
上
し
て
天
皇
を
驚
か
せ
た
と
い
う
談
で
あ
る
。

「
堀
川
の
院
の
位
の
御
時
」
と
あ
る
た
め
、
堀
河
天
皇
の
在
位
期
間
で
あ
る
応
徳
三
年

(
1
0八
七
）

0
七
）
七
月

一
九
日
ま
で
の
期
間
の
内
容
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

る
。

（
―
-
八
六
）

―一

月
二
六
日
か
ら
嘉
承
二
年

（

が
み
ら
れ
る
。
正
確
に
年
時
の
特
定
は
で
き
な
い
が
、
徳
大
寺
実
能
の
生
前
時
で
あ
る
た
め
保
元
二
年
（
―
-
五
七
）
九
月
三
日
条

「藤
原
実

続
い
て
首
書
⑩
は
、
鳥
羽
院
の
六
月
の
御
逆
修
に
藤
原
実
定
が
二
藍
の
布
の

一
重
狩
衣
で
、
瑠
璃
色
の
指
貫
を
つ
け
た
と
い
う
記
載
で
あ
る
。

実
定
の
こ
と
を

「内
大
臣
」
と
記
し
て
い
る
。
実
定
の
在
職
期
間
は
寿
永
二
年

(
-―

八
三）

四
月
五
日
に
内
大
臣
に
任
じ
ら
れ
、
文
治
二
年

1
0月
二
九
日
に
は
、
権
右
大
臣
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

首
書
⑩
の
記
載
は
実
定
が
内
大
臣
を
勤
め
て
い
る
寿
永

能
斃
ず
」
と
す
る
以
前
の
記
載
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

-
0月
二
九
日
ま
で
の
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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い
と
し
、

附
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
藤
原
実
定
と
考
え
て
い
る
。

以
上
、
右
に
あ
げ
た
年
時
を
特
定
で
き
る
首
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
物
名
や
年
な
ど
で
年
時
を
示
し
た
。
す
る
と
、
首
書
の
執
筆
年
時
は
、

首
書
⑩
の
藤
原
実
定
の
こ
と
を

「内
大
臣
」
と
し
て
い
る
た
め
、
実
定
が
内
大
臣
に
な
っ
た
寿
永
二
年

(
-―

八
三
）
四
月
五
日
以
降
か
ら
、

首
書
⑪
の
実
家
が
検
非
迎
使
の
別
当
を
辞
任
し
た
翌
三
年
九
月
二
五
日
ま
で
の
約

一
年
五
ヶ
月
の
間
の
執
筆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
次
に
識
語
に

「首
書
は
故
殿
の
御
手
な
り
」
と
記
載
か
あ
る
首
書
の
執
筆
者
を
特
定
し
た
い
。

首
書
を
執
筆
し
た
し
た
と
す
る

「
コ
殿
」
は
先
行
研
究
で
解
釈
か
分
か
れ
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
先
行
研
究
で
は
、
太
田
氏
が
中
山
忠
親
と

し
、
鈴
木
敬
三
氏
は
実
定
の
弟
で
あ
る
実
守
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
対
し
筆
者
の
考
え
と
し
て
は
、
両
者
の
説
と
異
な
り

「
コ
殿
ノ
御
手
ナ
リ
」

と
片
仮
名
補
注
が
附
さ
れ
て
い
る
も
の
と
附
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
で
執
筆
者
が
異
な
る
と
考
え
、
注
が
附
さ
れ
て
い
る
も
の
を
藤
原
実
守
、

そ
の
理
由
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
先
に
先
行
研
究
か
ら
み
た
い
。

ま
ず
、
太
田
氏
の
見
解
で
は
、
こ
の

「
コ
殿
」
は

『
装
束
抄
』
の
記
載
で
、
鳥
羽
院
や
徳
大
寺
実
能
が
崩
じ
た

一―

五
六
年
に
は
す
で
に
成

年
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

首
書
の
年
時
判
定
か
ら

一―

七
六
年
以
後
ま
で
生
き
て
い
た
人
で
、
大
臣
に
就
い
た
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

こ
の
条
件
に
合
致
す
る
人
と
し
て
は
、
建
久
二
年
に
五
十
三
オ
で
死
ん
だ
前
左
大
臣
実
定
と
、
建
久
六
年
に
六
十
五
オ
で
死
ん
だ
前
内
大

臣
忠
親
と
が
い
る
が
、
鳥
羽
院
崩
御
の
一

―
五
六
年
に
実
定
は
十
八
、
忠
親
は
二
十
六
オ
で
あ
り
、
実
定
は
そ
の
経
歴
か
ら
い
っ
て
、

そ

う
故
実
に
詳
し
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
忠
親
の
方
は

一―

四
九
年
に
は
す
で
に
蔵
人
と
な
っ
て
お
り
、
故
実
に
詳
し
か
っ

た
こ
と
は
そ
の
日
記

『
山
愧
記
』
に
よ
っ
て
よ
く
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
雅
亮
の
著
書
に
批
判
を
加
え
て
い
る

「
コ
殿
」
は
忠
親
と
見

(26) 

る
の
が
妥
当
だ
。

と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
太
田
氏
の
見
解
を
支
え
て
い
る
の
は
、
実
定
の
年
齢
が
若
い
た
め
故
実
に
精
通
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
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る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
後
鳥
羽
院
が
崩
御
し
た
年
代
で
あ
っ
た
ら
の
一
八
オ
で
あ
る
。

首
書
執
筆
年
時
は
、
先
ほ
ど
考
察
し
た
よ
う
に
寿
永
―

一年

(
-―

八
三）

四
月
五
日
か
ら
寿
永
三
年
（

―
-
八
四
）
九
月
一
八
日
ま
で
の
約

一
年
五
ヶ
月
の
間
で
あ
る
た
め
、
す
で
に
実
定
も
円
熟
期
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
太
田
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
実
定
の
年
齢
が
若
く
故
実
に
精

通
し
て
い
な
い
た
め
、
中
山
忠
親
と
す
る
説
は
成
り
立
た
な
い
。
ま
た
、
中
山
忠
親
は

『
装
束
抄
』
に

一
度
も
そ
の
名
を
見
せ
な
い
人
物
で
、

雅
亮
と
の
関
係
は
薄
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
の
者
が
、
家
の
書
と
も
い
う
ぺ
き

『
装
束
抄
』
に
書
き
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
先
に
も
あ
げ
た
が
、
押
紙
お
よ
び
首
書
が
執
筆
さ
れ
た
年
時
は
、
古
記
録
に
よ
り
雅
亮
は
藤
原
実
定
に
奉
仕
し
て
い
た
こ
と
か

見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
、
首
書
を
執
筆
し
た
の
は
中
山
忠
親
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

続
い
て
、
鈴
木
敬
三
氏
が
考
察
し
て
い
る
藤
原
実
守
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。

ま
ず
、
鈴
木
敬
三
氏
は
、

「
コ
殿
」
を
皇
后
宮
権
大
夫
藤
原
実
守
と
す
る
理
由
と
し
て
、
後
述
す
る
片
仮
名
補
注
執
筆
者
を
雅
亮
の
女
で
あ

る
職
子
と
の
職
掌
上
の
関
係
に
よ
り
説
を
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
引
用
す
る
と
、

戦
子
な
ら
ば
、
職
掌
の
上
か
ら
も
皇
后
宮
権
大
夫
で
あ
っ
た
実
守
と
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
さ
す
れ
ば
、
実
守
の
斃

(27
)
 

去
後
、
実
守
を
「
コ
殿
」
と
よ
ぶ
こ
と
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

藤
原
実
守
は

『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
文
治
元
年
(
-―

八
五
）
四
月
二
五
日
に
極
官
を
正
二
位
下
権
中
納
言
で
甍
去
し
て
る
た
め
、

首
書

の
執
筆
年
時
で
あ
る
寿
永
二
年
（

―
-
八
三
）
よ
り
約
二
年
で
首
書
を
執
筆
し
亡
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ば
年
代
的
に
は
問
題
は
な
い
。

し
か
し
、
鈴
木
敬
三
氏
の
見
解
に
従
い
首
書
が
全
て
実
守
の
執
筆
と
す
る
と
、
首
書
③
の

「
コ
大
臣
殿
」

と
い
う
記
載
に
権
中
納
言
で
斃
去

し
た
実
守
で
あ
る
と
大
臣
職
に
つ
い
て
お
ら
ず
、
大
臣
と
は
記
載
で
き
な
い
た
め
矛
盾
が
生
じ

て
し
ま
う
。
た
だ
、
首
書
を
全
て

「
コ
大
臣
殿
」

で
あ
る
藤
原
実
定
の
筆
で
あ
る
と
考
え
て
も
、

首
書
⑪
で
「
内
大
臣
殿
」

を
実
定
と
記
載
し
て
、
首
書
⑬
で
は

「
そ
れ
が
し
」
と
し
て
お
り
、

と、

実
守
と
職
子
と
の
関
係
を
上
げ
、
「
コ
殿
」
を
実
守
と
し
て
い
る
。

- 17 -



二
位
下
権
中
納
言
で
甍
去
し
た
藤
原
実
守
が
該
当
す
る
の
だ
。

る
。

官
識
名
と

「
そ
れ
が
し
」
を
区
別
し
て
記
載
し
て
い
る
こ
と
は
不
審
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
全
て
首
書
を
実
定
の
執
筆
と
し
た
時
、
自
身
を

「
そ
れ
が
し
」
と
は
記
載
は
す
る
だ
ろ
う
が
、
あ
え
て
官
職
名
と
合
わ
せ
て
記
載

す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、

『装
束
抄
』
全

一
四
ヶ
所
あ
る
首
書
の
記
載
は
、
異
な
る
二
者
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で

よ
っ
て
、
首
書
の
「
コ
殿
ノ
御
手
ナ
リ
」
と
附
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
首
書
③

「
コ
ノ
首
書
ド
モ
。

と
い
う
記
載
か
ら
複
数
あ
る
と
考
え
、
首
書
③
以
外
の

「
コ
殿
ノ
御
手
ナ
リ
」
と
附
さ
れ
て
い
な
い
首
書
は
、
す
べ
て

「
コ
大
臣
殿
」
の
執
筆

と
す
る
。
そ
し
て
、
首
書
の

「
コ
殿
ノ
御
手
ナ
リ
」
と
附
さ
れ
て
い
る
方
は
、

「
コ
殿
」
ま
た
は

「
そ
れ
が
し
」
に
あ
た
る
人
物
の
執
筆
で
あ

る
と
考
え
る
。

こ
の

「
こ
大
臣
殿
」
お
よ
び

「
コ
殿
」
の
両
者
は
、
寿
永
二
年

(-―

八
三
）
四
月
五
日
か
ら
寿
永
三
年
（

―
-
八
四
）
九
月

一
八
日
ま
で

の
約

一
年
五
ヶ
月
の
間
に
執
筆
可
能
な
人
物
で
あ
り
、

―二
月
一
六
日
条
に
お
い
て

コ
大
臣
殿
ノ
御
手
ナ
リ
」
の

「ド
モ
」

そ
の
周
辺
か
、
そ
の
後
ま
も
な
く
死
去
し
た
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
コ
大
臣
殿
」
の
ほ
う
は
、
当
然
に
大
臣
と
値
す
る
人
物
で
あ
り
、
大
臣
職
を
経
て
い
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
適
当
な
人
物
が
、
大

臣
職
を
経
て
い
る
人
物
で
先
ほ
ど
か
ら
名
が
出
て
い
る
藤
原
実
定
で
あ
る
。
実
定
は
、
建
久
二
年
（

―
-
九

一
）

崩
じ
て
い
る
た
め
、
首
書
の
執
筆
年
時
か
ら
隔
た
り
も
少
な
く
、
実
定
没
後
に
片
仮
名
補
注
者
が

「
コ
大
臣
殿
」
と
し
て
記
載
し
た
も
の
と
す

一
方
の

「
コ
殿
」
は
、
官
位
が
首
書
⑨

「
あ
き
す
け
の
三
ゐ
と
い
ひ
し
人
」
と
藤
原
顕
輔
の
こ
と
を
敬
語
表
現
を
用
い
な
い
で
記
載
し
て
い

る
た
め
、

三
位
相
当
か
二
位
相
当
で
大
臣
職
に
就
い
て
い
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
る
。

つ
ま
り
、
年
時
と
官
位
の

一
点
が
合
致
す
る
者
で

「
コ
殿
」
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
、
年
代
的
に
お
い
て
は
治
元
年
（

―
-
八
五
）
四
月
二
五
日
で
あ
り
、
官
職
を
極
官
を
正
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『
装
束
抄
』
に
記
載
さ
れ
る
片
仮
名
補
注
は
、
先
の
巻
第
二
に
記
載
さ
れ
て
い
る
以
外
、
巻
第
三
「
女
房
の
装
束
の
色
」
の
み
で
装
束
に
つ

片
仮
名
補
注
に
つ
い
て
は
、
識
語
に

「
わ
ら
は
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
女
性
の
筆
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
『
装
束

抄
』
巻
第
三
「
女
房
の
装
束
の
色
」
の
本
文
と
片
仮
名
補
注
を
引
用
す
る
と
、

い
て
の
記
載
を
し
て
い
る
。

最
後
に
、
片
仮
名
補
注
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

七
、
片
仮
名
補
注
に
つ
い
て

者
が
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
片
仮
名
補
注
の
附
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
藤
原
実
定
の
執
筆
、
附
さ
れ
て
い
る
も
の
を
藤
原
実
守
の
執
筆
と
異
な
る
ニ
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と
以
上
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
女
房
装
束
の
襲
色
目
の
仕
方
や
四
季
に
適
し
た
着
方
、
衣
の
材
質
な
ど
、
外
部
か
ら
伺
い
知
る
事
の
で

き
な
い
後
宮
の
女
房
装
束
に
つ
い
て
詳
細
に
解
説
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
女
性
の
筆
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
詳
細
な
執
筆
が
で
き
る
女
性
は
、
条
件
と
し
て

『
装
束
抄
』
に
書
き
込
み
が
可
能
な
こ
と
か
ら
、
雅
亮
に
関
係
の
あ
る
女
性
で

あ
り
、
且
つ
後
宮
の
内
容
と
装
束
に
対
し
精
通
し
て
い
る
女
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
鈴
木
敬
三
氏
も
あ
げ
て

職
子
は

『
山
愧
記』

治
承
四
年
（
―
-
八

0
)
三
月
九
日
条
の
女
除
目
で

の
み
名
を
見
せ
、

『
尊
卑
分
脈
』
で
も
、
記
載
さ
れ
て
い
な
い
人

いる雅亮の女である甲斐の局職子である。 薄 七 ー上

撫
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八
、
お
わ
り
に

―
二
月

一
六
日
以
降
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。

(29) 

本
を
み
る
べ
し
。
習
ふ
べ
し
。
装
束
師
の
秘
す
る
こ
と
な
り
。

せ、

『装
束
抄
』
中
に
お
い
て
も
、

物
で
あ
る
。『
山
愧
記
』
治
承
四
年

（
―
-
八
0
)
三
月
九
日
条
の
女
除
目
の
記
録
で
は
、

方
子

〈琥
辮
局
、
故
兵
部
大
輔
頼
（
顕
イ
）
方
女
〉

と

「職
子
、
甲
斐
の
局
と
号
す
、
前
伊
賀
の
守
雅
亮
の
む
す
め
」
と
あ
り
、
雅
亮
に
娘
が
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
た
だ
そ
の
実
態
は
こ
れ
以

た
だ
、
片
仮
名
補
注
の
記
載
は
、
女
房
装
束
に
つ
い
て
他
の
故
実
書
に
は
見
ら
れ
な
い
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
装
束
に
精
通
し
た

者
の
執
筆
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

『
装
束
抄
』
で
は
、
装
束
を
着
付
け
る
際
の
秘
技
を
伝
え
て
お
り
、
家
の
記
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
合
わ

と
あ
り
、
装
束
を
奉
仕
す
る
家
と
し
て
の
着
具
の
秘
技
を
伝
え
て
い
る
。
す
る
と
、
装
束
師
の
家
系
に
誕
生
し
、
雅
亮
と
同
様
に
装
束
の
故
実

に
し
て
も
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
雅
亮
の
娘
で
あ
る
職
子
の
執
筆
と
考
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
片
仮
名
補
注
の
執
筆
年
時
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
首
書
③
に
藤
原
実
定
を

「故
大
臣
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
実
定
が
甍
去
し
た
以
後
の

藤
原
実
定
死
後
の
建
久
二
年

（
―
-
九

一
）

以
上
の
よ
う
に

『
装
束
抄
』
の
成
立
年
時
と
識
語
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
再
度
ま
と
め
る
と
、
本
文
は
、
雅
亮
自
身
の
手
に
よ
り
、
安
元
二

年

(-―

七
六
）
三
月
四
日
か
ら
寿
永
二
年

(
-―

八
三
）
正
月
二
二

日
ま
で
の
約
七
年
の
間
に
執
筆
さ
れ
、

三
巻
の
巻
子
を
書
き
迫
し
た
。

上
の
記
録
が
な
く
判
然
と
し
て
い
な
い
。

(28) 

職
子

〈号
甲
斐
局
、
前
伊
賀
守
雅
亮
女
〉

（
中
略
）

後
聞
、
先
有
女
除
目
事
云
々
、
蔵
人
左
衛
門
権
佐
光
長
奉
行
此
事
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〔註
〕

(l
)
 

(
2
)
 

に
み
ら
れ
る
『
装
束
抄
』
だ
と
考
え
る
の
だ
。

え
る
。

こ
れ
が
雅
亮
自
身
執
筆
し
た
親
本
で
あ
る
と
考
え
る
。

ら
れ
た
。

一
九
三
二
）
、
「満
佐
須
計
装
束
抄
」。

な
お
、
本
稿
で
引
用
す
る

―
二
月
一
六
日
以
降
、
こ
の
三
巻
を
ま
と
め
て
書
写
し
て
、
新
た

押
紙
は
そ
の
後
、
巻
第
二
に
藤
原
実
定
の
命
に
よ
り
寿
永
二
年
（

―
-
八
三
）
四
月
五
日
以
降
に
雅
亮
の
息
子
で
あ
る
亮
行
に
よ
っ
て
つ
け

そ
し
て
首
書
は
、
片
仮
名
補
注
無
と
片
仮
名
補
注
有
と
に
書
分
け
が
さ
れ
、
片
仮
名
補
注
無
の
首
書
は、

「
コ
大
臣
殿
」

こ
と
藤
原
実
定
に

よ
っ
て
建
久
二
年
(
-
―
九
一
）

―
二
月

一
六
日
ま
で
加
え
ら
れ
た
も
の
。
巻
第
三
の
「
コ
殿
ノ
御
テ
ナ
リ
」
と
補
注
有
の
首
書
は
、
藤
原
実

守
に
よ
っ
て
寿
永
二
年
（

―
-
八
三
）
四
月
五
日
か
ら
寿
永
三
年
（

―
-
八
四
）
九
月

一
八
日
ま
で
約

一
年
五
カ
月
の
間
に
執
筆
さ
れ
た
と
考

最
後
に
片
仮
名
補
注
は
、
藤
原
実
定
が
死
後
の
建
久
二
年
（
―
-
九
一
）

に

一
帖
と
し
、
本
文
・
押
紙
・

首
書
も
書
写
し
た
の
が
、
雅
亮
の
娘
で
あ
る
職
子
で
あ
り
、
巻
第

一
に
は
手
を
加
え
ず
、
巻
第
二
お
よ
び
巻
第

三
に
片
仮
名
補
註
を
書
き
入
れ
、
文
末
に
巻
子
を
帖
に
改
訂
し
て
新
写
し
、
補
記
を
加
え
た
顛
末
を
記
述
し
て
結
び
と
し
た
。
こ
れ
が
、
現
在

つ
ま
り
、

『
装
束
抄
』
は
何
人
か
の
手
に
よ
っ
て
加
筆
さ
れ
、
段
階
的
に
成
立
し
た
故
実
書
と
い
え
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
故
実
書
と
し

て
は
異
例
な
存
在
で
あ
る
か
も
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
が
装
束
と
い
う
流
行
に
左
右
さ
れ
る
代
物
の
た
め
、

そ
し
て
、
男
女
の
視
点
の
相
違
に
よ
っ
て
加
筆
が
施
さ
れ
る
要
因
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
国
書
総
目
録
第
七
巻
」（
岩
波
書
店
、
一
九
七
0
、
九
）、
四
三
九
頁
。

群
書
類
従
完
成
会
編

『群
苔
類
従

第
八
輯
装
束
部
」
（
群
書
類
従
完
成
会
編
、
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『
満
佐
須
計
装
束
抄
』
は
全
て
『
群
書
類
従
」
に
よ
り
、
仮
名
、
片
仮
名
部
分
を
漢
字
に
変
換
し
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、

（

〈
〉

に
割
注
を
記
載
し
て
い
る
。

(
3
)

鈴
木
敬
三
「
仮
名
装
束
抄
と
源
雅
亮
」（「
國
學
院
雑
誌
』
八
十
巻
十

一
号、

一
九
七
九
、
十

一
）。

(
4
)

京
都
府
中
央
図
書
所
蔵
『
万
さ
寿
気
装
束
抄
』
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
及
び
、
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
り
確
認
可
能
。
国
立
国
会
図
書
館
所

蔵
「
雅
亮
装
束
抄
』
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
確
認
可
能
。
以
下
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。
古
賀
本
『
雅
亮
装
束
抄
』
（
函
番
号
二
0
五
、
七
十
二
号）、

松
岡
本

「
雅
亮
装
束
抄
」（
函
番
号
二
0
九
、
八
十
二
号
）
、
松
岡
本

「雅
亮
装
束
抄
』
（
函
番
号
二

0
八、

一
四
三
二
号
）
、
葉
室
本

「雅
亮
装
束
抄
」

（
函
番
号
葉

‘
1
0八
九
号
）
、
壬
生
本

「
ま
さ
す
け
装
束
抄
」
（
函
番
号

F
+、
ニ
ニ
八
号
）
、
桂
本

『
ま
さ
す
け
装
束
抄
」
（
函
番
号

一
七
五
、

一
九

二
号
）
、
『
骰
名
装
束
紗
』（
函
番
号

一
七
三
、

一
三
三
号
）
、
伏
見
宮
本
『
雅
亮
装
束
抄
」
（
函
番
号
伏
、

三
四
六
号
）
、
松
岡
本

「
個
名
装
束
抄
」

（
函
番
号
二

0
九
、
十
四
号
）
。
な
お
、
松
岡
本
『
椴
名
装
束
抄
』
（
函
番
号
二
0
九
、
十
四
号
）
に
い
た
っ
て
は
、

二
巻
目
部
分
し
か
存
在
し
て
い
な

い
が
、
本
文
の
記
載
や
虫
害
部
分
を
応
永
九
年
系
統
本
の
記
載
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、

一
致
し
た
た
め
、
応
永
九
年
系
統
本
と
判
断
し
た
。

(
5
)

宇
都
宮
千
郁

「雅
亮
装
束
抄
考
証
ー
高
倉
文
化
研
究
所
蔵
雅
亮
装
束
抄
の
出
現
を
中
心
に
ー
付

・
翻
刻
」
（
『
中
古
文
学
』
第
五
十
六
号
、

一―

九
五
、

+）
。

(6
)

上
記

(
5
)
、
五
二
頁
。

(
7
)

上
記

(
5
)
、
三
八
頁
。

(8
)
太
田
博
太
郎

「
満
佐
須
計
装
束
抄
の
著
作
年
代
」（『
風
俗
』
日
本
史
学
会
編
、
六
巻
二
号、

一
九
六
六
、
十
）。

(9
)

同

(3
)
、

一
六
四
頁
。

(10
)
系
図
は

『
導
卑
分
脈
』
に
よ
り
作
成
。
な
お
、
雅
亮
の
女
で
あ
る
職
子
に
つ
い
て
は
、

「群
卑
分
脈
』
に
記
載
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、

「
山
愧
記
』

治
承
四
年
（
―
-
八

0
)
三
月
九
日
条
の
記
載
に
よ
り
補
完
゜

(11)

史
料
大
成
刊
行
会
編
『
増
補
史
料
大
成
兵
範
記
三」

（
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
）
、
仁
安
―
―
一
年
（
―
-
六
八
）

三
月
九
日
条
、

三
0
頁。

(12)

史
料
大
成
刊
行
会
編

「増
補
史
料
大
成
兵
範
記

一』

（
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
）
、
仁
平
元
年
（
―
-
五
四
）
八
月
ニ―

日
条
、

二
六
九
頁
。

(13)

史
料
大
成
刊
行
会
編

『増
補
史
料
大
成
台
記
二』

（
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
）
、
久
寿
二
年
（

―
-
五
五
）
八
月
二
七
日
条
、

一
六
八
頁
。

(14)

国
書
刊
行
会

「玉
葉
」（
国
書
刊
行
会
、

一
九
0
五）
、
安
元
二
年

(-―

七
六
）
、
三
月
四
日
条
、
五

一
四
頁
。

(15)

『
公

卿

補

任

第

一
』
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
五
三
）
、
権
中
納
言
の
記
載
は
、
四
七
二
頁
。
権
大
納
言
の
記
載
は
五

0
一
頁
。 ）

に
引
用
し
た
頁
を
、

-23 -



(16
)

井
上
宗
雄
等
編

『
日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典
』
（
岩
波
杏
店、

一
九
九
九
）
、
七
二
頁。

(17
)

史
料
大
成
刊
行
会
編

『増
補
史
料
大
成
山
愧
記
二
』
（臨
川
書
店
、

一
九
六
五
）、
治
承
二
年

(-―

七
七
）
正
月
月
一
一
日
条
、
八
七
頁
。

(18
)

群
害
類
従
完
成
会
編

『群
杏
類

従

第

三
輯

帝

王
部
』
、
「庭
椀
抄
」
（
群
書
類
従
完
成
会
編
、

一
九
三
二
）
、
治
承
二
年

(-―

七
八
）

三
月
ニ
ニ

日
条
、

三
五

一
頁
。

(19
)

上
記

(14)
、
治
承
二
年

(
-―

七
八
）

一
0
月
二
九
日
条
、

一
八
九
頁
。

(20
)

上
記

(18
)、
「庭
愧
抄
』
治
承
三
年

（一ー

七
九
）
八
月
二
七
日
条
、

三
六
二
頁
。

(21
)
上
記

(18
)、
『庭
愧
抄
』
治
承
三
年

(-―

七
九
）
九
月
五
日
条
、

三
六
四
頁。

(22
)
佐
藤
今
朝
夫
発
行

『
明

月

記

第

三
」
（
国
書
刊
行
会
、

一
九
七

0)、
安
貞
元
年
正
月
九

8
条
、
四
頁
。

(23
)

上
記

(16
)、
「
首
害
」

の
記
載
に
よ
る
。

(24
)

史
料
大
成
刊
行
会
編

『増
補
史
料
大
成
長
秋
記
二
』（
臨
川
杏
店、

一
九
六
五
）
、

天
承
元
年

（―

-
三
一

）
九
月
二
0
日
日
条
、

一
三
六
頁。

(25
)
上
記

(8
)、
三
頁
。

(26
)
上
記

(8
)、
五
頁
。

(27
)

上
記

(3
)、
一
六
四
頁
。

(28
)
史
料
大
成
刊
行
会
編

『増
補
史
料
大
成

山
愧
記
三
』
（
臨
川
書
店、

一
九
六
五
）、
治
承
四
年

（
―
-
八

0)
三
月
九
日
条
、
四

0
頁
。

(29
)

上
記

(2
)、
四
六
頁
。
『
満
佐
須
計
装
束
抄
』
で
は

「衣
冠
」
の
着
用
の
秘
技
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
、

具
体
的
な
着
用
法
の
記
載
は
控
え
、

「本

を
み
る
ぺ
し
。
習
ふ
ぺ
し
。
装
束
師
の
秘
す
る
こ
と
な
り
。」

と
ま
と
め
て
い
る
。

【付
記
】
本
稿
は
、
平
成
二
三
年
度
二
松
學
舎
大
学
人
文
学
会
第

一
0
三
回
大
会
に
お
い
て
発
表
し
、
ご
指
摘
頂
い
た
箇
所
を
改
め
て
考
察
し
た
内
容
で
す
。

ご
指
祁
を
賜
り
ま
し
た
諸
先
生
方
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

- 24 -


	88-004『満佐須計装束抄』の成立年時と識語の解釈について




